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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、スリランカ民主社会主義共和国と締結した討議議事録（R/D）に

基づき「小規模酪農改善プロジェクト」を 2009年 4月から 5年間の予定で実施しています。 

プロジェクトが中間時点に達したことから、当機構はプロジェクトの目標達成度や成果等を分

析するとともに、今後の方向性を協議するため、スリランカ側と合同で 2011 年 9 月 12 日から 29

日まで中間レビュー調査を実施しました。本報告書は、同調査によるプロジェクト関係者との協

議及びレビュー調査結果等を取りまとめたものであり、本プロジェクト並びに関連する国際協力

の推進に活用されることを願うものです。 

終わりに、本調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心から感謝の意を表

します。 

 

平成 24年 6月 

 

独立行政法人国際協力機構 

スリランカ事務所長 青 晴海 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：スリランカ民主社会主

義共和国 

案件名：小規模酪農改善プロジェクト 

（英名）Small Scale Dairy Farming Improvement through Genetic and 

Feeding Management Improvement in Sri Lanka（GFMI） 

分野：農業 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：JICAスリランカ事

務所 
協力金額（2011年 9月現在）：計 3億 1,900万円 

協力期間：2009年 4月～2014

年 3月 

先方関係機関：家畜農村開発省 家畜生産衛生局、国家畜産開発

公社 

（英名）Ministry of Livestock and Rural Community Development

（MLRCD） 

Department of Animal Production and Health（DAPH） 

National Livestock Development Board（NLDB） 

日本側協力機関名：農林水産省、独立行政法人家畜改良センター

１－１ 協力の背景と概要 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）では、全人口の 85％以上が農

村部に居住し、GDP全体に対する農業分野の割合は 15％を占めるとともに就労人口の 34％が農

業に従事している。貧困層の約 95％が農漁村地域、プランテーション農園地域を中心に分布し、

農業の停滞が貧困問題の大きな要因となっている。 

このようななかにおいて、畜産業は未利用資源を有効に利用することによって農民の収入の

向上が期待される部門であり、特に酪農においてはスリランカ全土で行われている。畜産農家

の多くは、他の作物とともに混合経営を行っている小規模農家であるが、総所得に占める畜産

からの収入の割合は約 5 割を占めており、畜産は所得向上への貢献度が高い。しかし、近年、

ウシ及びスイギュウの頭数、牛乳生産は停滞する一方、粉乳の輸入額は 2005年度時点で Rs.126

億（約 130億円）に達しており、スリランカ政府は 2006年の国家畜産開発計画の中で、牛乳、

乳製品の自給率を現在の 35％から 2010年までに 50％に向上させる目標を定めている。 

膨大な輸入金額を抑え、目標とする 50％の自給率を達成するためには、現在スリランカが酪

農分野で抱えている以下の課題を解決し、国内産の牛乳生産を増加させることが不可欠である。

① 1 頭当たりの乳量が低い（粗放的飼育：1.5 リットル/日/頭、集約・半集約的飼育：2～4

リットル/日/頭）。 

② 本来乳量が増加することが想定される雨季に乳量が低下している（放牧ができず草の給

与量が少ない）。 

このような背景の下、後代検定の導入を通じ、小規模酪農改善を図る目的でスリランカ政府

はわが国に対して技術協力プロジェクトの実施要請を行った。これを受け、JICAは、2009年 4

月から 5年間の予定でプロジェクトを開始し、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー／

飼養管理、業務調整／地方活動支援）を派遣中である。 

今回実施の中間レビュー調査はスリランカ側と合同で実施し、これまでのプロジェクト活動

の達成度を把握するとともに、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）

の観点から総合的評価を行うことにより、今後のプロジェクト活動のために必要な方策を提言

することを目的とした。 
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１－２ 協力内容 

（１）最上位目標 

スリランカの酪農振興地域において牛乳の生産性が改善され、酪農家の収入が向上する。

 

（２）上位目標 

１．プロジェクト対象地域において小規模酪農家に適した飼養管理技術の改善により、

牛乳の生産性が改善され、酪農家の収益が向上する。 

２．後代検定済み種雄牛が選定され、後代検定済みの凍結精液を用いた人工授精が普及

する。 

３．スリランカにおいて後代検定の意義の理解が深まり、育種体制が改善される。 

 

（３）プロジェクト目標 

プロジェクト対象地域において、育種及び飼養管理の改善を通じた小規模酪農改善のた

めの技術・体制基盤が整備される。 

 

（４）アウトプット 

アウトプット１ 

スリランカにおける適正な後代検定手法が開発される。 

アウトプット２ 

人工授精に関連する技術が改善する。 

アウトプット３ 

酪農家の飼養管理技術が改善する。 

 

１－３ 投入（2011年 7月まで） 

日本側：長期専門家派遣 3名 資機材供与 約 4,007万 1,000円 

短期専門家派遣 9名 ローカルコスト負担 約 2,292万円 

研修員受入 6名 

スリランカ側：カウンターパート（C/P）配置 62名 

土地施設提供 執務室 

ローカルコスト 

 

２．中間レビュー調査団の概要 

調査者 １．大塚 拓哉（総括）JICAスリランカ事務所 次長 

２．戸澤 芳郎（後代検定）独立行政法人 家畜改良センター 

３．久保 英之（評価分析）株式会社グローバル・リンク・マネジメント 

４．福森 大介（協力計画）JICAスリランカ事務所 所員 

５．Dr. Nihal Wedhasinghe 中北部州家畜生産衛生局 局長 

調査期間 2011年 9月 12～29日（現地） 評価種類：中間レビュー 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

アウトプット１ 

指標の達成度は、「後代検定手法のマニュアル」については既にドラフトが完成している。「後

代検定関連技術の理解」について、DAPH の後代検定 C/P は後代検定の概念・理論を十分に理

解し、NLDB の技術系幹部は後代検定の意義及び重要性を十分に認識し、現場レベルではダヤ
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ガマ、アンディガマの両牧場において人工授精及び出産状況の記録が取られている。「実施体制

強化」については、短期専門家が考案したジャージー種の後代検定モデルが既に DAPH に承認

され、DAPHが現在後代検定担当の増員許可を政府に要請している。また、DAPH、NLDB、GFMI

が署名した 2010年 11月 29日付覚書の第 1項では、各機関はプロジェクト期間内・終了後にお

いて後代検定手法が確立するよう協力し、おのおのの役割を担う、と宣言されている。 

 

アウトプット２ 

指標の達成度は、「後代検定候補牛の受胎率」について、2 年度目の受胎率が両牧場の平均で

70％となっており、目標値を達成している。 

このほか、クンダサーレ人工授精センターでは、凍結精液製造に関する諸機材が供与され、

センターの人工授精技術者が機材操作方法を習得したことにより、凍結精液製造の技術力が高

まった。ポロンナルワ人工授精センターにおいては、人工授精技術研修に関する諸機材の供与

により、研修で網羅する内容が充実し、技術研修の質が高まった。現在、専門家による後代検

定講義が断続的に行われているが、今後、スリランカ人技術者を育成し、当該講義の指導も移

管する予定である。 

 

アウトプット３ 

指標の達成度は、「普及員及び農民向けのマニュアル」については既にドラフトが完成してい

る。「普及員への研修及び実地指導」については、専門家が 20 カ所のモデル農家を毎月技術指

導する際に普及員を随伴し、彼らに対して技術内容及び技術指導を学ばせている。「農家に対す

る普及員による研修及び実地指導」については、普及員が専門家から学んだ技術について農家

訪問の際に助言している。「モデル農家が技術内容を研修に参加した農民に正しく説明できる」

については、これまでに開催された 11回のファームデイにおいてモデル農家は研修参加者に対

して適切に技術内容を説明している。 

また、プロジェクトは非常に普及性が高いと考えられる 10の飼養管理技術を特定した。これ

らは技術パッケージとして取りまとめられ、ファームデイを通じて研修参加者に伝えられてい

る。 

 

プロジェクト目標 

指標の達成度は、「後代検定の意義を関係者が理解する」点について、獣医師及び普及員の理

解は非常に高いが、農民については理解度が低いという調査結果が出ている。「酪農家による改

善された飼養管理技術の採用」については、20 カ所のモデル農家では既に技術が導入され、フ

ァームデイに参加した農家においても技術採用が進んでいる。しかし、ファームデイに参加し

ている農家はモデル農家周辺の数十～百十数世帯に限られており、今後は、対象地域全体に技

術を普及させる方法論を開発して、技術の広域普及を図る必要がある。 

 

上位目標 

指標の達成度は、「生乳販売収益向上」について、モデル農家及びファームデイ参加農家のな

かには飼養管理技術の改善により牛乳の生産向上及び収益の向上が実現した農家も存在する

が、対象地域全体への波及効果はまだみられない。「後代検定済みの凍結精液利用」について、

現在のところは後代検定済みの凍結精液そのものが存在していないが、後代検定は順調に進捗

しているため、将来的には利用が見込まれる。「後代検定プログラムの開発計画記載及び予算・

人員の確保」について、後代検定という用語はまだ政策文書には記載されておらず、今後も関

係機関に対する働きかけが必要である。また、DAPH は現在政府に対して後代検定担当の人員

増を要請している。 
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最上位目標 

指標の達成度は、「酪農家の収入向上・乳量向上」ともに広域レベルでの波及効果は観察され

ていない。「後代検定の組織体制整備」については、上記アウトプット１で記述したとおりであ

る。 

一般に、後代検定の成果が実際に発現するまでには 10～20年という期間が必要である。また、

飼養管理を通じた酪農改善についても、広域普及の方法論はまだ確立されていないため、波及

効果はみられない。ただし、方法論が確立した場合には、飼養管理技術の改善を通じたある程

度の生産性向上は期待できる。 

 

３－２ 実施のプロセス 

（１）活動の進捗状況 

全般的に活動は計画どおりに進捗しているが、後代検定に関しては、当初の計画に対し

て以下のとおり変更がなされている。 

本案件では、後代検定分野の主眼がスリランカにおける適正手法の開発にあることから、

当初、ジャージー種の候補種雄牛はスリランカ側で準備し、プロジェクトでは手法開発を

中心に取り組むこととしていた。しかし、プロジェクト開始後、スリランカには種雄牛の

絶対数が少なく、雄牛づくりに取り組む必要性が高いことが判明した〔付属資料６．成果.1

「後代検定」の実施に関する提案書（2009 年 11 月 4 日付）参照〕。また、2009 年 12 月 5

日に開催された第 1 回地方調整委員会（RCC）では、ジャージー種の種雄牛が絶対的に不

足している点が浮き彫りにされ、プロジェクトが検定済みの輸入精液を用いて計画交配を

行うことの必要性が共有された。これを受けて、プロジェクトでは、2010 年 7 月よりダヤ

ガマ牧場において輸入精液を用いた第 1回計画交配を開始した。そして、2010年 11月、短

期専門家により後代検定推進のための交配計画の基本案が示され、DAPH 側の全面的な承

認を得た。現在行われている後代検定は、この基本案に基づいて推進されている。 

 

（２）コミュニケーション及びマネジメント 

関係者間のコミュニケーションは非常に良い。まず、後代検定プログラムの試行に関し、

スリランカにおいては初めての試みであるにもかかわらず、DAPH 及び NLDB の技術系幹

部、及び日本人専門家の間でほぼ完全に後代検定の意義に関する認識の共有がなされてい

る。プロジェクト開始当初、DAPHと NLDB間の連携が懸念事項として指摘されていたが、

現段階でそのような懸念を抱く必要はないといえる。また、モデル農家を中心とした飼養

管理活動についても、DAPH本局、州 DAPH、フィールド事務所の獣医師・普及員の間にお

いて、プロジェクトが特定した技術パッケージの有効性は広く共有されている。 

スリランカ側のオーナーシップは非常に高い。DAPH幹部は後代検定プログラムを DAPH

の重要施策として位置づけ、人員増強を政府に要請している。今後の普及活動の核になる

と考えられるファームデイの開催に際しては、DAPH が開催経費を一部負担し、積極的に

支援していく姿勢を表明している。後代検定の牛群を管理している NLDB牧場においては、

これらの牛群管理が既に技術者の日常業務の一部としてルーチン化している。 

プロジェクトの正式なモニタリング機会としては、合同調整委員会（JCC）及び RCC の

2つのメカニズムが存在する。 

 

３－３ 効果発現に関する貢献・阻害要因 

効果発現の促進要因としては、まず、本プロジェクトが牛乳の自給率向上という国家政策の

実現に直接結びつくものであることを DAPH 幹部が明確に認識している点が挙げられる。この

理解があるために、DAPH 幹部は後代検定プログラムの体制基盤整備に向けた積極的な取り組
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みを行っているものと考えられる。次に、日本人専門家による極めて活発なコミュニケーショ

ンと現場実践活動が、プロジェクトの役割及び進捗に関する関係者の認識を深めている点が指

摘できる。モデル農家における生産性改善及び高い普及性をもつ技術パッケージなどは既に C/P

間の共通した認識となっているが、この背景には、専門家による 20のモデル農家への月例訪問

と実践的指導によりフィールド獣医事務所の獣医師と普及員が技術パッケージに対する理解を

深めたことが挙げられる。また、DAPH 幹部と NLDB 幹部の間では後代検定に関する認識が共

有されているが、これは専門家が各機関の幹部に逐次情報インプットを行ってきたことによる

と考えられる。 

 

３－４ 評価結果の要約 

（１）妥当性 

本プロジェクトは、スリランカの牛乳自給政策及び乳牛生産性向上という国内ニーズと

十分に合致し、プロジェクトのデザインも適切であることから、妥当性はかなり高いと判

断した。 

スリランカ政府は、各種政策文書において牛乳生産の自給率を高めることを明確に打ち

出している。本プロジェクトは、乳牛の遺伝的改良及び酪農家の飼養管理技術改善を通じ

て乳牛の生産性向上をめざすものであり、牛乳の自給率向上をめざすスリランカ政府の方

針に十分合致している。現在、ウシ 1頭が生産する 1日当たりの乳量は 2.2リットル（全国

平均）と低く、乳牛の 90％は小規模酪農家が保有しているといわれる。1 頭当たりの乳量

が低いという現状は、同時に、生産性改善に対する小規模酪農家のニーズが潜在的に非常

に高いことを示しており、本プロジェクトは、質の高い凍結精液の提供及び飼養管理技術

の改善を通じて生産性改善に貢献し得る。本プロジェクトのデザインは、後代検定（育種）

と飼養管理（普及）に係る技術及び制度改善を通じて小規模酪農の生産性向上をめざすと

いうものであり、包括的な取り組みを行っている案件であるといえる。そして、育種・普

及にかかわる多様な関係機関（すなわち、DAPH、NLDB、州 DAPH、フィールド事務所）

をすべてプロジェクトの C/P として位置づけ、戦略的な連携促進を図っている。日本の援

助方針との関係性については、対スリランカ別援助計画の「中長期開発ビジョンに沿った

援助計画」における貧困対策に対する支援に合致している。 

 

（２）有効性 

プロジェクト目標である育種及び飼養管理の改善を通じた小規模酪農改善のための技

術・体制基盤は着実に整備されつつあり、有効性はおおむね高いと判断した。 

アウトプット２の指標は既に達成され、アウトプット１についても技術的改善について

は既に十分な水準の成果が出ている。体制基盤についても、既に方向性は明確に示されて

おり、プロジェクトの後半において整備がなされるものと見込まれる。アウトプット３に

ついては、モデル農家において各指標はほぼ達成されつつあるといえるが、モデル農家以

外の対象地域においては活動が展開されていない。ただし、ファームデイを通じた技術パ

ッケージの普及が効果的であることは既に実証されつつあり、今後、広域普及の方法論を

開発し、対象地域全体で活動を展開することで、アウトプットは達成するものと考えられ

る。 

アウトプット１とアウトプット３については直接プロジェクト目標の達成に貢献してお

り、論理的整合性が強い。アウトプット２は、後代検定実施の前提として必要な技術的事

項であり、位置づけとしてはアウトプット１の補助的な役割となる。 
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（３）効率性 

日本側・スリランカ側とも投入の量・質・タイミングはおおむね適切で、かつアウトプ

ット達成に結びついており、効率性は高いと判断した。 

上記３－３節で述べたとおり、長期専門家は成果達成の促進要因として非常に重要な役

割を果たしている。また、後代検定分野の短期専門家派遣は、長期専門家がカバーできな

い分野の知見を提供し、アウトプット１の達成に極めて重要な役割を果たした。人工授精

センターに対する機材供与は、凍結精液生産及び技術研修の質的改善に多大な貢献を与え

ている。また、ダヤガマ牧場における供与機材は、後代検定の牛群管理作業を容易にする

ともに、乳量検定の際に正確なデータの記録を可能にした。スリランカ側は、これらの供

与機材を適切に操作・維持している。スリランカ側 C/P はコミットメントが高く、成果達

成に際して大変重要な貢献をしている。DAPH 幹部と NLDB 幹部は後代検定の体制構築に

際して各組織の役割を明確にし、分担・連携体制を築いた。NLDB 牧場の技術者は適切な

牛群管理とデータ測定を行っている。 

 

（４）インパクト 

上位目標にかかわる効果はまだ発現していないが、プロジェクトが適切に進捗すること

によって高いインパクトがもたらされるものと予想される。 

プロジェクトが特定した技術パッケージは普及性が高く、また現在、ウシ 1 頭当たりの

乳量は低い状態にあるため、飼養管理技術の改善を通じて生産性を高めることは十分に可

能である。このため、プロジェクト後半に技術パッケージを広域的に普及させる方法論が

開発されれば、対象地域全体にわたって乳牛の生産性は改善され得る。後代検定プログラ

ムは順調に進捗しており、現段階でもダヤガマ牧場において候補種雄牛が 21頭誕生してい

る。実際に種雄牛が選定されるまでには今後数年を要するが、後代検定の実施体制がさら

に強化され、推進されるならば、種雄牛の凍結精液使用が全国的に広まることは非常に高

い確率で実現するものと考えられる。負のインパクトは、現在のところ特に報告されてい

ない。 

 

（５）持続性 

政策面、組織面、技術面、財政面からみて、プロジェクト成果の持続性は高いものと予

想される。 

スリランカ政府が掲げる牛乳の自給率向上政策は、牛乳輸入による外貨支出を抑制する

という意図もあることから、当該政策が変更される可能性は低いと考えられる。このため、

牛乳の生産性向上を図る本プロジェクトの諸成果は、国家政策による支援を当面は受け続

けるものと推察される。後代検定プログラムの推進機関は DAPH であるが、担当者 1 名体

制では脆弱である。現在、DAPHは、この問題を解決するため、政府行政管理局（Management 

Service Department）に対して後代検定要員の増員要請を行っており、これが承認されれば、

DAPH 本局での組織体制に関する持続性はかなり高まる。また、小規模酪農家を対象とし

た技術の普及体制構築に関しては、現在、DAPH 本局と州 DAPH との間で役割分担及び連

携に関する制度設計が進められている。技術的にみると、後代検定の対象となっている牛

群の管理技術、酪農家に普及する飼養管理技術など、プロジェクトがこれまでに達成した

成果の一部は既に高い持続性をもつ水準にある。財政面では、DAPH 本局、人工授精セン

ター、州 DAPH、フィールド獣医事務所及び NLDB 牧場が支出するプロジェクト活動関連

の恒常的経費のうち、プロジェクトは NLDB 牧場における牛群の飼料経費についてのみ全

面負担している。この経費は、後代検定の実施に際して不可欠なものであることから、プ

ロジェクト終了までに、中長期的な経費負担のあり方について関係機関と合意しておく必
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要がある。 

 

３－５ 結論 

中間レビュー調査団は、本プロジェクトがこれまで成功裏に実施されてきたことを確認した。

今後については、特に後代検定及び広域普及の体制強化にかかわる活動に力点を置くことによ

り、協力期間内に期待された成果が達成される見込みは高いと判断した。 

 

３－６ 提言 

評価結果を踏まえ、本中間レビュー調査団は関係各機関に対して以下の提言を行った。 

    

（１）DAPH本局における後代検定管理体制の強化 

政府関係機関に対し、DAPHが要請している後代検定担当の増員を認めるよう提言する。

後代検定を適切に推進するためには、牧場の現場技術者のみならず、全体を統括する DAPH

の人材充実が不可欠である。現在の 1 人体制では知見の蓄積において脆弱であり、担当者

の異動に伴って後代検定の適切な推進が困難になる可能性がある。 

 

（２）人工授精研修における後代検定講義の常設 

ポロンナルワ人工授精センター及び DAPH に対し、後代検定にかかわる講義科目を人工

授精研修に組み込み、かつ、後代検定に関する知見を備えたスリランカ人講師を育成する

ことを提言する。全国的にみると、後代検定の意義を知る技術者は非常に限られていると

推察されるが、牛乳の生産性向上のためには、種雄牛づくりが非常に重要であることを広

く認知してもらう必要がある。 

 

（３）技術パッケージの広域普及をめざした方法論の開発 

プロジェクトに対し、州 DAPH及び DAPH本局と連携して、技術パッケージを広域的に

普及させるための方法論を開発することを提言する。また、州 DAPH に対しては、この方

法論を積極的に実施していくことを提言する。プロジェクト目標及び上位目標達成のため

には、広域普及の方法論開発が不可欠である。 

 

（４）種雄牛のリスク管理強化 

人工授精センター及び DAPH に対し、種雄牛が病気や事故で死亡しないようリスク管理

を徹底するよう提言する。種雄牛は冷凍精液を提供する非常に貴重な存在であり、誤って

死亡させることがあってはならない。 

 

（５）人工授精センターにおける液体窒素の適切な利用 

人工授精センターに対し、冷凍精液製造に際して使用する液体窒素をより適切に使用す

るよう提言する。現在は、未使用のまま破棄される液体窒素が多く、非効率的である。 

 

（６）クンダサーレ人工授精センターにおける凍結精液の事前確保 

クンダサーレ人工授精センター及び DAPH に対し、候補種雄牛の凍結精液を後代検定の

結果が出る以前に半年分確保しておくことを提言する。人工授精センターの牛舎は手狭な

ことから、候補種雄牛からの採精は早々に済ませておき、常に新たな候補種雄牛のために

スペースを確保できる状態にしておくことが望ましい。 
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（７）アンディガマ牧場における衛生管理と飼養管理の強化 

アンディガマ牧場及び NLDB に対し、牛舎の衛生状態を改善して（特に、適切な牛糞処

理）未経産牛の生育環境を整えると同時に、乾季における飼料不足解消のための方法を検

討するよう提言する。 

 

（８）PDMの改訂 

プロジェクトの進捗は順調であることから、プロジェクトの方向性にかかわる大きな修

正はないが、事実関係を勘案したうえで、一部の内容について削除・修正を提案する。 
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第１章 中間レビュー調査の概要 
 

１－１ 中間レビュー調査の背景・目的 

スリランカ民主社会主義共和国（以下、「スリランカ」と記す）では、全人口の 85％以上が農村

部に居住し、GDP全体に対する農業分野の割合は 15％を占めるとともに就労人口の 34％が農業に

従事している。貧困層の約 95％が農漁村地域、プランテーション農園地域を中心に分布し、農業

の停滞が貧困問題の大きな要因となっている。 

このようななかにおいて、畜産業は未利用資源を有効に利用することによって農民の収入向上

が期待される部門であり、特に酪農においてはスリランカ全土で行われている。畜産農家の多く

は、他の作物とともに混合経営を行っている小規模農家であるが、総所得に占める畜産からの収

入の割合は約 5 割を占めており、畜産は所得向上への貢献度が高い。しかし、近年、ウシ及びス

イギュウの頭数、牛乳生産は停滞する一方、粉乳の輸入額は 2005 年度時点で Rs.126 億（約 130

億円）に達しており、スリランカ政府は 2006年の国家畜産開発計画の中で、牛乳、乳製品の自給

率を現在の 35％から 2010年までに 50％に向上させる目標を定めている。 

膨大な輸入金額を抑え、目標とする 50％の自給率を達成するためには、現在スリランカが酪農

分野で抱えている以下の課題を解決し、国内産の牛乳生産を増加させることが不可欠である。 

① 1 頭当たりの乳量が低い（粗放的飼育：1.5 リットル/日/頭、集約・半集約的飼育：2～4 リ

ットル/日/頭）。 

② 本来乳量が増加することが想定される雨季に乳量が低下している（放牧ができず草の給与

量が少ない）。 

このような背景の下、後代検定1の導入を通じ、小規模酪農改善を図る目的でスリランカ政府は

わが国に対して技術協力プロジェクトの実施要請を行った。これを受け、JICAは、2009年 3月か

ら 5年間の予定でプロジェクトを開始し、現在、2名の長期専門家（チーフアドバイザー／飼養管

理、業務調整／地方活動支援）を派遣中である。 

今回実施の中間レビュー調査はスリランカ側と合同で実施し、これまでのプロジェクト活動の

達成度を把握するとともに、評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観

点から総合的評価を行うことにより、今後のプロジェクト活動のために必要な方策を提言するこ

とを目的とした。 

 

１－２ 調査団構成 

（１）日本側 

分 野 氏 名 所 属 

総 括 大塚 拓哉 JICAスリランカ事務所 次長（現地参団） 

後代検定 戸澤 芳郎 独立行政法人 家畜改良センター 

評価分析 久保 英之 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 

協力計画 福森 大介 JICAスリランカ事務所 所員（現地参団） 

                                                        
1 個体の遺伝的能力をその子供（後代）の検定記録から推定する方法。 
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（２）スリランカ側 

氏 名 所 属 

Dr. Nihal Wedhasinghe 中北部州家畜生産衛生局 局長 

 

１－３ 調査日程 

日本側調査団の現地調査日程は、2011年 9月 12日から 29日までの 18日間である（付属資料１

参照）。 

 

１－４ 評価手法と評価項目 

１－４－１ 評価手法 

本中間レビュー調査は、新 JICA事業評価ガイドライン第 1版に基づき、プロジェクト・デザ

イン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）を用いた評価手法にのっとって実施した。

その骨子は、PDM に基づく評価のデザイン、プロジェクトの実績を中心とした必要情報・デー

タの収集、妥当性・有効性・効率性・インパクト・持続性という観点からの情報・データ分析、

分析結果を踏まえた提言の導出である。 

調査団は 2010年 10月 5日付改訂の PDM（付属資料２参照）に基づいて作成した評価グリッ

ドを評価の枠組みとして適用し、スリランカ側カウンターパート（Counterpart：C/P）及び日本

人専門家、その他関係機関に対して質問票・インタビューを通して情報収集を行うとともに、

プロジェクトの事業対象地域を視察し、獣医師や小規模酪農家にインタビューを行った。 

本評価調査における主なデータ収集方法及び情報源は以下のとおりである。 

・ 討議議事録（Record of Discussions：R/D）、協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）、PDM、

活動計画（Plan of Operations：P/O）、事前評価報告書等のプロジェクト計画文書 

・ 業務報告書・短期専門家報告書等のプロジェクト関連資料 

・ スリランカの政策関連文書 

・ 質問票調査 

・ スリランカ政府・畜産行政関係者へのインタビュー 

家畜生産衛生局（Department of Animal Production and Health：DAPH） 

中央州・北西州家畜生産衛生局（州 DAPH） 

国家畜産開発公社（National Livestock Development Board：NLDB） 

・ 日本人専門家・JICA事務所担当者へのインタビュー 

・ 小規模酪農家へのインタビュー 

・ 直接観察（人工授精センター、モデル酪農家など） 

 

１－４－２ 評価項目 

（１）プロジェクトの実績の確認 

プロジェクトの実績は投入、アウトプット、プロジェクト目標、上位目標及び最上位目

標の各項目について、付属資料２に示す PDMにある指標を基にその達成状況（または達成

見込み）を確認する。 
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（２）実施プロセスの確認 

プロジェクトの実施プロセスについて、関係者間のコミュニケーション、マネジメント

等さまざまな観点に基づき、プロジェクトが適切に運営されたかどうかを検証する。さら

に、実施プロセスの検証により、プロジェクトの効果発現に係る貢献要因、阻害要因を抽

出する。 

 

（３）評価５項目に基づく評価 

上記（１）、（２）の検証結果に基づき、プロジェクトを評価５項目の観点から検証する。

各項目の内容は以下のとおりである。 

    

妥当性 

プロジェクトのめざす効果（プロジェクト目標と上位目標）が相手国・日本の政

策と整合性をもっているか、受益者のニーズに合致しているか、プロジェクトの

デザインは効果発現の手段として適切か、という観点から検討する。 

有効性 
プロジェクト目標の達成度合い、アウトプットとプロジェクト目標の因果関係、

という観点から検討する。 

効率性 
プロジェクトの投入から生み出されるアウトプットの程度について、投入のタイ

ミング、質、量という観点から妥当であったか検討する。 

インパクト 
プロジェクトが実施されたことにより生じる波及効果（上位目標を含む）につい

て、当初予期しなかった効果も含め検討する。 

持続性 
事業終了後、プロジェクトで発現した効果が持続する見込みはあるかという点に

ついて、政策・制度・組織・財政・技術的な観点から検討する。 

出所：新 JICA事業評価ガイドライン第 1版を参考に筆者作成 

 

１－５ プロジェクトの概要 

（１）協力期間：2009年 4月～2014年 3月（5年間） 

 

（２）C/P機関：家畜農村開発省（Ministry of Livestock and Rural Community Development：MLRCD）・

家畜生産衛生局（DAPH） 

国家畜産開発公社（NLDB）牧場 

 

（３）PDM概要（2010年 10月 5日改訂版：オリジナルは英語版のみ） 

最上位目標 
スリランカの酪農振興地域において牛乳の生産性が改善され、酪農家

の収入が向上する。 

上位目標 

１．プロジェクト対象地域において小規模酪農家に適した飼養管理技

術の改善により、牛乳の生産性が改善され、酪農家の収益が向上

する。 

２．後代検定済み種雄牛が選定され、後代検定済みの凍結精液を用い

た人工授精が普及する。 

３．スリランカにおいて後代検定の意義の理解が深まり、育種体制が

改善される。 
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プロジェクト目標 
プロジェクト対象地域において、育種及び飼養管理の改善を通じた小

規模酪農改善のための技術・体制基盤が整備される。 

アウトプット 

１ スリランカにおける適正な後代検定手法が開発される。 

２ 人工授精に関連する技術が改善される。 

３ 酪農家の飼養管理技術が改善される。 
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第２章 プロジェクトの実績と現状 
 

２－１ 投入実績 

プロジェクトが開始された 2009 年 4 月から 2011 年 7 月までの日本側・スリランカ側の投入実

績は、以下のとおりである。なお、詳細については合同評価報告書 Annex IV（付属資料５）を参

照のこと。 

 

（１）日本側の投入実績 

専門家 
長期専門家 3 名（チーフアドバイザー／飼養管理、業務調整／地方活動支

援）、短期専門家 9名（各分野）が派遣された。 

本邦研修 6名の研修員が本邦研修に参加した。 

資機材供与 
人工授精関連機材をはじめ、各種資機材が供与された。これまでの合計金

額は 4,007万 989円である。 

ローカルコスト 
現地業務費として 2011年 7月までに Rs. 32,981,454.76（約 2,292万円）が

支出された。 

 

（２）スリランカ側の投入実績 

C/Pの配置 
2011年 7月時点において、62名の関係者が直接プロジェクト活動の実施に

携わっている。 

ローカルコスト 
スリランカ側関係者の諸費用に加え、プロジェクト事務所の通信費、日本

人専門家の車両燃料経費、研修時の飲食費なども負担している。 

施設の提供 C/P機関である DAPHの建物内にプロジェクト事務所が確保された。 

 

２－２ アウトプットの達成状況 

各アウトプットの達成状況は以下のとおりである。 

 

アウトプット１：スリランカにおける適正な後代検定手法が開発される。 

スリランカの酪農事情を考慮した後代検定手法が既に考案され、実践されている。 

後代検定にかかわるこれまでの活動成果は以下のとおりである。 

    

 
候補種雄牛のための計画交配 娘牛のための調整交配 

第 1回 第 2回 第 3回 第 1回 第 2回 

母牛人工授精 終了 終了 開始 終了 終了 

妊娠鑑定 終了 継続中  終了 継続中 

母牛の出産 継続中   終了 継続中 

子ウシ育成管理 継続中   継続中 継続中 

候補種雄牛採精      

娘牛人工授精    開始  
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2010 年 11 月、種雄牛2の絶対数が少ないというスリランカの現状を考慮に入れた後代検定手法

が短期専門家によって考案された3。この手法は既にアウトプット１の諸活動に反映されている。

上記のとおり、後代検定の試行は順調に進んでいるが、後代検定の結果が目に見える形で出るま

でには 10～20年という長期間を要することから、関係機関（すなわち DAPH及び NLDB）の連携

による地道な取り組みが今後も求められる。 

アウトプット１の指標達成状況は以下のとおりである。 

    

指標 1-1 

後代検定手法のマニュア

ルが作成される。 

達成状況 

後代検定の基礎マニュアルは既にドラフトが完成している。今後は、

応用マニュアルを作成する予定である。 

指標 1-2 

後代検定関連技術を育種

課職員及び NLDB 牧場職

員が正しく理解し、その実

施体制が強化される。 

達成状況 

（１）技術： 

（ａ）DAPH の後代検定 C/P は後代検定の概念・理論を十分に理

解している。 

（ｂ）現在、後代検定の対象となっている牛群のモニタリングデ

ータは牧場から専門家に送られ、専門家がモニタリング方

法のモデル化のためにデータ処理作業を行っている。モデ

ル化が完了次第、データ処理作業は DAPH の技術者に移管

される。 

（ｃ）現場レベルでは、ダヤガマ、アンディガマの両牧場におい

て、毎日、人工授精及び出産状況の記録が取られ、月曜日

ごとにデータが専門家に送られている。 

（ｄ）NLDBの技術系幹部は後代検定の意義及び重要性を十分に認

識している。 

（２）体制構築： 

（ａ）短期専門家が考案したジャージー種の後代検定モデルは

DAPHに承認された。 

（ｂ）現在、後代検定担当の DAPH スタッフは 1 名であることか

ら、DAPHは増員許可を政府に要請している。 

（ｃ）DAPH、NLDB、GFMIが署名した 2010年 11月 29日付覚書

の第 1 項では、各機関はプロジェクト期間内及び終了後も

後代検定手法が確立するよう協力し、おのおのの役割を担

う、と宣言されている。 

 

アウトプット２：人工授精に関連する技術が改善する。 

クンダサーレ、ポロンナルワの両人工授精センターでは、人工授精に関連する技術が改善して

いる。 

クンダサーレ人工授精センターでは、凍結精液製造に関する諸機材が供与され、センターの人

工授精技術者が機材操作方法を習得したことにより、凍結精液製造の技術力が高まった。ポロン

                                                        
2 目的にかなった優れた遺伝子をもつ雄牛のこと。人工授精に使われる。本プロジェクトの場合は乳量が目的となる。 
3 詳細については、専門家報告2010年11月別添ファイル：ワークショップ概要「スリランカに適用可能な後代検定手法検討のた

めのワークショップ概要報告 ～実際的な交配計画の提示～」を参照。 
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ナルワ人工授精センターにおいては、人工授精技術研修に関する諸機材の供与により、研修で網

羅する内容が充実し、技術研修の質が高まった。現在、専門家による後代検定講義が断続的に行

われているが、今後、スリランカ人技術者を育成し、当該講義の指導も移管する予定である。 

アウトプット２の指標達成状況は以下のとおりである。 

    

指標 2-1 

後代検定候補牛の調整交配及び

計画交配による受胎率が、プロ

ジェクト開始後 1～2 年以内に

70％に達する。 

達成状況 

2 年度目の受胎率*は 2 つの牧場の平均で 70％であった（ダヤ

ガマ牧場 76.8％、アンディガマ牧場 65.4％）。 

*受胎率：（妊娠牛の頭数/人工授精の実施数）x 100 

 

なお、現在の PDMでは、アウトプット２の対象地域として 2つの人工授精センターと地域獣医

事務所（全部で 20カ所）が指定され、また、指標においては 2つの牧場が対象と位置づけられる

など、対応範囲が広範なものとなっている。本プロジェクトにおける人工授精分野の技術改善は、

後代検定の導入・試行にかかわるものであることから、受益対象は後代検定に直接かかわる人工

授精センターと牧場に絞り込むなど対応範囲を整理する必要がある。 

 

アウトプット３：酪農家の飼養管理技術が改善する。 

モデル農家をはじめとする一部の酪農家では、飼養管理技術が改善している。 

本プロジェクトでは、非常に普及性が高いと考えられる 10の飼養管理技術が特定された。特定

方法は、まず、対象地域 4県 56地域4（フィールド獣医事務所の管轄地域）のなかから 20地域を

選び、各地域にそれぞれ 1 戸のモデル農家を設定し、飼養管理に関する基礎的インフラの設置及

び飼養管理技術の導入を行った。次に、導入された飼養管理技術のうち、コストがかからず、か

つ効果が高いと推測される 10 の技術を選び出し、「技術パッケージ」として位置づけた。この技

術パッケージは、モデル農家に周辺農家の人々を集めて行う「ファームデイ」において共有され

た（ファームデイは、これまでに 8 カ所で 11 回行われ、おのおのの参加人数は 25～50 人程度で

ある）。プロジェクトでは、ファームデイに参加した農家に対して技術導入に関するモニタリング

活動を開始し、これまでに 10世帯から情報収集を行った。以下の表はその結果である。 

    

技術内容 
モデルファーム参加者の 

採用率*1 

水と飼料は欲しいだけ与えよう。 94％ 

青刈りを有効利用しよう。 85％ 

子ウシをきつく縛るのを止めよう。 95％ 

子ウシの体高を測ろう。 10％ 

簡易枠馬を作ろう。 N.A.*2 

                                                        
4 第3回合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）におけるプロジェクト発表資料より抜粋。 
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搾乳前に石鹸で手を洗おう。 100％ 

1日に 2回搾乳しよう。 100％ 

1日に 4回発情をチェックしよう。 75％ 

牛の売買前に確認することは？ N.A. *3 

カレンダー台帳を始めよう。 54％ 

*1 採用率は Yes／Noではなく、実践の度合いを測っている。 
*2 全参加者が、以前より簡易枠場をつくっていたか、牛を縛るなどしていた。 
*3 全参加者が、ファームデイ参加以降に牛の売買を行っていない。 

 

この結果は、ファームデイを通じて技術が実際に普及していることを示している。DAPH 幹部

は既にこのことを承知しており、プロジェクトの活動対象地域をさらに広げるよう希望を表明し

ている。 

アウトプット３の指標達成状況は以下のとおりである。 

    

指標 3-1 

作成された現場技術者（普及員）向け

の技術マニュアルを用いて、普及員に

対する研修及び実地指導が行われる。

達成状況： 

現場技術者向けの技術マニュアルはドラフトが完成

している。技術内容の指導については、専門家が 20

カ所のモデル農家を技術指導する際に現場技術者を

伴って訪問し、農家への技術指導を通じて現場技術者

に技術内容及び技術指導について学ばせるという方

法を取っている。 

指標 3-2 

作成された農民向けの普及マニュアル

を用いて、農家に対する研修及び実地

指導が現場技術者（普及員）によって

行われる。 

達成状況： 

農民向けの普及マニュアルはドラフトが完成してい

る。現場技術者による農民への実地指導については、

定期巡回の際に、現場技術者が専門家から学んだ技術

にかかわる助言を行っている。 

指標 3-3 

モデル農家が、普及マニュアルの技術

内容を研修に参加した農民に正しく説

明できる。 

達成状況： 

2011年 8月現在、ファームデイは 8カ所のモデル農家

で実施されており、これらの農家は、実践している技

術の説明を参加者の前で行っている。 

 

２－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標の達成状況は以下のとおりである。 

    

プロジェクト目標：プロジェクト対象地域において、育種及び飼養管理の改善を通じた小規模

酪農改善のための技術・体制基盤が整備される。 

    

プロジェクト対象地域において、育種及び飼養管理の改善を通じた小規模酪農改善のための技

術・体制基盤が徐々に整備され始めている。 

育種については、後代検定が既に導入され、牧場における牛群管理体制は既に確立した。DAPH

本局における後代検定全体のマネジメントについても、徐々に体制が整いつつある。現在、デー

タ処理・分析に関するモデル化作業及び政府に対する後代検定担当スタッフの増員要請を行って 
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おり、これらが実現することによって後代検定の体制基盤はより強固になる。 

飼養管理については、高い普及性をもつ 10の簡易技術が特定され、ファームデイを通じてモデ

ル農家から周辺農家へと普及されつつある。ただし、現段階においてファームデイはモデル農家

のみで実施されていることから、モデル農家周辺地域以外の農家が参加できる可能性は低く、プ

ロジェクト対象地域全体5に技術普及するための体制が整っているとはいい難い。したがって、今

後は、広域普及のための方法論開発に取り組む必要がある。 

プロジェクト目標の指標達成状況は以下のとおりである。 

    

指標１： 

8 割のプロジェクト対象地域

の関係技術者*と酪農家が、後

代検定の意義を理解し、後代検

定済み種雄牛の精液を導入し

たいと答える。 

達成状況： 

2011 年 1～7 月に実施された後代検定理解に関する調査によれ

ば、調査対象となった獣医師 24名及び普及員 148名全員が後代

検定を知っていると答えた。一方、農民 70人のうち、後代検定

を知っていると答えたのは 31％であった。 

指標２： 

対象地域における 8 割の酪農

家に改善された飼養管理技術

が採用される。 

達成状況： 

モデル農家では既に技術が導入されており、ファームデイに参

加した農家による技術採用も進んでいると考えられるが、広域

普及はまだ開始されていない。 
*獣医師及び普及員 

 

２－４ 上位目標の達成見込み 

上位目標の達成見込みは以下のとおりである。 

    

上位目標： 

１．プロジェクト対象地域において小規模酪農家に適した飼養管理技術の改善により、牛乳の

生産性が改善され、酪農家の収益が向上する。 

２．後代検定済み種雄牛が選定され、後代検定済みの凍結精液を用いた人工授精が普及する。

３．スリランカにおいて、後代検定プログラム及び育種体制が整備される。 

    

１．モデル農家及びファームデイに参加した農家のなかには、飼養管理技術の改善により、牛

乳の生産性が改善され、収益が向上した農家も存在する。 

２．後代検定済種雄牛はまだ選定されていない。 

３．後代検定プログラムは徐々に整備されつつある。 

プロジェクトが特定した技術パッケージを広域的に普及させるための方法はまだ開発されてい

ないため、現段階では、対象地域全体における牛乳の生産性及び収益の向上は見込まれない。た

だし、技術パッケージはコストが掛からず簡易であるため、より多くの農家に適用される可能性

が高く、方法論が特定されれば広域での牛乳生産性改善が期待できる。 

2011 年 4 月、政府は乳価の引き上げを行った（例えば、脂肪分＝4.0、無脂固形分＝8.3 の牛乳

であれば、1リットル当たり Rs.32.84から Rs.48.00に上昇した）。乳価引き上げにより、大半の酪

農家の収益が向上したと推察されるが、今般の収益改善に対してプロジェクトが与えた影響は皆

                                                        
5 「Sri Lankan Livestock Statistics 2009」によれば、対象地域4県の酪農家数は26,831戸、全国では186,787戸である。 
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無であった。政府介入による乳価変動は今後も想定され、また、飼料等の費用上昇も予想される

ことから農家の収益向上をプロジェクトの効果として特定することは非常に難しいと考えられる。 

上位目標の指標達成状況は以下のとおりである。 

    

指標１： 

対象地域において、酪農家の生乳販売収

益が 20％向上する。 

達成状況： 

現在のところ、対象地域全体への波及効果はない。

指標２： 

後代検定済の凍結精液の利用率が全国規

模で 20％向上する。 

達成状況： 

現在のところ、後代検定済みの精液は存在しない。

指標３： 

後代検定手法のマニュアルを活用した後

代検定プログラムの実施が国家畜産開発

計画に記載され、継続的に予算及び人員

が確保される。 

達成状況： 

「後代検定」という用語は、まだ政策文書で用いられ

ていない。DAPHは、政府に対して後代検定担当の人

員増を要請している。 

 

２－５ 最上位目標の達成見込み 

最上位目標の達成見込みは以下のとおりである。 

    

最上位目標：スリランカの酪農振興地域において牛乳の生産性が改善され、酪農家の収入が向

上する。 

    

酪農振興地域全体に対する波及効果は観察されていない。 

後代検定の成果が実際に発現するまでには、一般に 10～20年に期間が必要であると考えられて

いる。また、飼養管理を通じた酪農改善についても、広域普及の方法論はまだ確立されていない

ため、波及効果はみられない。ただし、方法論が確立された場合には、飼養管理技術の改善を通

じたある程度の生産性向上は期待できる。 

上位目標の達成見込みは以下のとおりである。 

    

指標１： 

酪農振興地域で酪農家の収入が 20％向上

する。 

達成状況： 

現在のところ、広域レベルでの波及効果は観察されな

い。 

指標２： 

酪農振興地域の酪農家の乳量が 20％向上

する。 

達成状況： 

現在のところ、広域レベルでの波及効果は観察されな

い。 

指標３： 

後代検定を実施するための組織体制がス

リランカ側で整備される。 

達成状況： 

指標 1-2で記述したとおり。 

 

２－６ プロジェクトの実施過程について 

（１）活動の進捗状況 

活動の進捗状況については、付属資料３「評価グリッド結果」中の「実施プロセス」項に
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記す。全般的に活動は計画どおりに進捗しているが、後代検定に関しては、当初の計画に対

して一部変更がなされている。その点について以下に要点を述べる。 

本案件では、後代検定分野の主眼がスリランカにおける適正手法の開発にあることから、

当初、ジャージー種の候補種雄牛はスリランカ側で準備し、プロジェクトでは手法開発を中

心に取り組むこととしていた。しかし、プロジェクト開始後、スリランカには種雄牛の絶対

数が少なく、雄牛づくりに取り組む必要性が高いことが判明した〔付属資料６．成果.1「後代

検定」の実施に関する提案書（2009 年 11 月 4 日付）参照〕。また、2009 年 12 月 5 日に開催

された第 1回地方調整委員会（Regional Coordinating Committee：RCC）では、ジャージー種の

種雄牛が絶対的に不足している点が浮き彫りにされ、プロジェクトが検定済みの輸入精液を

用いて計画交配を行うことの必要性が共有された。これを受けて、プロジェクトでは、2010

年 7月よりダヤガマ牧場において輸入精液を用いた第 1回計画交配を開始した。そして、2010

年 11月、短期専門家により後代検定推進のための交配計画の基本案が示され（脚注 3を参照）、

DAPH 側の全面的な承認を得た。現在行われている後代検定は、この基本案に基づいて推進

されている。 

 

（２）コミュニケーション及びマネジメント 

関係者間のコミュニケーションは非常に良い。まず、後代検定プログラムの試行に関し、

スリランカにおいては初めての試みであるにもかかわらず、DAPH及び NLDBの技術系幹部、

及び日本人専門家の間でほぼ完全に後代検定の意義に関する認識の共有がなされている。プ

ロジェクト開始当初より、DAPH と NLDB 間の連携が懸念事項として指摘されていたが、現

段階でそのような懸念を抱く必要はないといえる。例えば、2011年 9月 12日付新聞に、オー

ストラリアより乳牛 4,500 頭が輸入されるとの記事が出たため、本調査団が牧場を管理する

NLDB の幹部に対して状況確認を行ったところ、後代検定の対象となっている牛群を移動さ

せるようなことは断じてあり得ない、との即答を得た。また、モデル農家を中心とした飼養

管理活動についても、プロジェクトが特定した技術パッケージが極めて有効であることは、

DAPH本局、州 DAPH、フィールド事務所の獣医師・普及員の間で広く共有されている。 

スリランカ側のオーナーシップは非常に高い。DAPH 幹部は後代検定プログラムを DAPH

の重要施策として位置づけ、人員増強を政府に対して要請している。今後の普及活動の核に

なると考えられるファームデイの開催に際しては、DAPH が開催経費を一部負担し、積極的

に支援していく姿勢を表明している。後代検定の牛群を管理している NLDB牧場においては、

これらの牛群管理が既に技術者の日常業務の一部としてルーチン化している。 

プロジェクトの正式なモニタリング機会としては、JCC及び RCCの 2つのメカニズムが存

在する。これまでの開催経過は以下のとおりである。 

    

 JCC RCC 

第１回 2009年 6月 11日 2009年 12月 3日 

第２回 2010年 10月 5日 2010年 6月 15日 

第３回 2011年 9月 28日 2011年 1月 20日 

    

JCC は首都コロンボにある MLRCD のスタッフも参加して行われる。一方、RCC は州レベ
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ルの関係者を中心に開催され、それぞれ事業進捗に関する意見交換が行われている。 

 

（３）PDMの改訂 

2010年 10月に開催された第 2回 JCCでは、PDMの改訂が承認された。詳細は以下のとお

りである。なお、PDM のオリジナルは英語のみであるため、下表において本文は英語表記と

する。 

    

項 目 変更前 変更後 変更理由 

上位目標の指標 

The ratio of availability of 

progeny tested bull's 

semen has increased….. 

The ratio of progeny tested 

bulls’ semen in use has 

increased….. 

“ratio of availability”では

文章上意味をなさない。

プロジェクト 

目標の指標 

The AI technicians in 

target areas understand 

the concept of progeny 

testing and….. 

80％ of relevant field 

officers（*）and dairy farmers 

understand the concept of 

progeny testing and….. 

（*）: Veterinarians and 

Livestock Development 

Instructors. 

指標は定量的なものの

方が適切である。 

“AI technicians”をより具

体的に特定することが

望ましい。 

 

２－７ 効果発現に関する貢献・阻害要因 

成果達成の促進要因としては、まず、本プロジェクトが牛乳の自給率向上という国家政策の実

現に直接結びつくものであることを DAPH 幹部が明確に認識している点が挙げられる。この理解

があるために、DAPH 幹部は後代検定プログラムの体制基盤整備に向けた積極的な取り組みを行

っているものと考えられる。次に、日本人専門家による極めて活発なコミュニケーションと現場

実践活動が、プロジェクトの役割及び進捗に関する関係者の認識を深めている点が指摘できる。

モデル農家における生産性の改善及び高い普及性をもつ技術パッケージなどは既に C/P 間の共通

した認識となっているが、この背景には、専門家による 20のモデル農家への月例訪問と実践的指

導によりフィールド獣医事務所の獣医師と普及員が技術パッケージに対する理解を深めたことが

挙げられる。また、DAPH幹部と NLDB幹部の間では後代検定に関する認識が共有されているが、

これは専門家が各機関の幹部に逐次情報をインプットしてきたことによるものと考えられる。 
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第３章 評価５項目による評価結果 
 

３－１ 妥当性 

本プロジェクトは、スリランカの牛乳自給政策及び乳牛生産性向上という国内ニーズと十分に

合致し、プロジェクトのデザインも適切であることから、妥当性はかなり高い。 

スリランカ政府は、各種政策文書6において牛乳生産の自給率を高めることを明確に打ち出して

いる。2011 年 9 月 28 日に開催された家畜農村開発大臣と調査団との会合においても、大臣より、

2015年までに自給率 50％を達成すべくあらゆる努力を行うとの発言がなされた。本プロジェクト

は、乳牛の遺伝的改良及び酪農家の飼養管理技術改善を通じて乳牛の生産性向上をめざすもので

あり、牛乳の自給率向上をめざすスリランカ政府の方針に十分合致している。DAPH 幹部はこの

点を十分に認識しており、プロジェクトに対する期待は極めて高い。 

現在、ウシ 1 頭が生産する 1 日当たりの乳量は 2.2 リットル（全国平均）と低く、乳牛の 90％

は小規模酪農家が保有しているといわれる。1頭当たりの乳量が低いという現状は、同時に、生産

性改善に対する小規模酪農家のニーズが潜在的に非常に高いことを示しており、本プロジェクト

は、質の高い凍結精液の提供及び飼養管理技術の改善を通じて生産性改善に貢献し得る。 

本プロジェクトのデザインは、後代検定（育種）と飼養管理（普及）に係る技術及び制度改善

を通じて小規模酪農の生産性向上をめざすというものであり、包括的な取り組みを行っている案

件であるといえる。そして、育種・普及にかかわる多様な関係機関（すなわち、DAPH、NLDB、

州 DAPH、フィールド事務所）をすべてプロジェクトの C/P として位置づけ、戦略的な連携促進

を図っている。 

日本の援助方針との関係性については、対スリランカ別援助計画の「中長期開発ビジョンに沿

った援助計画」における貧困対策に対する支援に合致している。 

 

３－２ 有効性 

プロジェクト目標である育種及び飼養管理の改善を通じた小規模酪農改善のための技術・体制

基盤は着実に整備されつつあり、有効性はおおむね高い。 

対象地域 4 県の全酪農家数は 2 万 6,000 戸以上あり、その 80％は 2 万戸を超える。現在、技術

面・体制面における整備は進んでいるが、広域普及活動が開始されるまでにはまだ時間がかかる

と見込まれる。このため、プロジェクト期間内に技術パッケージが対象地域 4県の全酪農家数の 8

割（約 2 万戸）に普及するという指標は非現実的な想定である。本プロジェクト目標の主旨は、

あくまで技術・体制基盤の整備であって、「8割の酪農家に改善された飼養管理技術が採用される」

という広域普及を前提とする指標は、本プロジェクト目標の指標としては必ずしも適切ではない

と思われる。 

アウトプット２の指標は既に達成され、アウトプット１についても技術的改善については既に

十分な水準の成果が出ている。体制基盤についても、既に方向性は明確に示されており、プロジ

ェクトの後半において整備がなされるものと見込まれる。アウトプット３については、モデル農

家において各指標はほぼ達成されつつある。モデル農家以外についても、ファームデイを通じた

                                                        
6 National Livestock Development Policy and Strategies, Livestock Mater Plan - A Strategy for Livestock Development towards 

Self-Sufficiency, Five Year Dairy Development Plan for Self-Sufficiency (2011-2015) など。 
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技術パッケージの普及効果が既に実証されつつあり、今後、広域普及の方法論を開発し、対象地

域全体で活動を展開することで、指標は達成されるものと考えられる。 

アウトプット１とアウトプット３については直接プロジェクト目標の達成に貢献しており、論

理的整合性が強い。アウトプット２は、後代検定実施の前提として必要な技術的事項であり、位

置づけとしてはアウトプット１の補助的な役割となる。 

 

３－３ 効率性 

日本側・スリランカ側とも投入の量・質・タイミングはおおむね適切で、かつアウトプット達

成に結びついており、効率性は高い。 

上記３－２節で記したとおり、長期専門家は成果達成の促進要因として非常に重要な役割を果

たしている。また、後代検定分野の短期専門家派遣は、長期専門家がカバーできない分野の知見

を提供し、アウトプット１の達成に際して極めて重要な役割を果たした。 

人工授精センターに対する機材供与は、凍結精液生産及び技術研修の質的改善に多大な貢献を

している。また、ダヤガマ牧場における供与機材は、後代検定の牛群管理作業を容易にするとも

に、乳量検定の際に正確なデータを記録することを可能にした。スリランカ側は、これらの供与

機材を適切に操作・維持している。 

スリランカ側 C/P はコミットメントが高く、成果達成に際して大変重要な貢献をしている。

DAPH 幹部と NLDB 幹部は後代検定の体制構築に際して各組織の役割を明確にし、分担・連携体

制を築いた。NLDB牧場の技術者は適切な牛群管理とデータ測定を行っている。 

 

３－４ インパクト 

上位目標にかかわる効果はまだ発現していないが、プロジェクトが適切に進捗することによっ

て高いインパクトがもたらされるものと予想される。 

プロジェクトが特定した技術パッケージは普及性が高く、また現在、ウシ 1 頭当たりの乳量は

低い状態にあるため、飼養管理技術の改善を通じて生産性を高めることは十分に可能である。こ

のため、プロジェクト後半に技術パッケージを広域的に普及させる方法論が開発されれば、対象

地域全体にわたって乳牛の生産性は改善され得る。 

後代検定プログラムは順調に進捗しており、現段階でもダヤガマ牧場において候補種雄牛が 21

頭誕生している。実際に種雄牛が選定されるまでには今後数年を要するが、後代検定の実施体制

がさらに強化され、推進されるならば、種雄牛の凍結精液使用が全国的に広まることは非常に高

い確率で実現するものと考えられる。 

負のインパクトは、現在のところ特に報告されていない。 

 

３－５ 持続性 

政策面、組織面、技術面、財政面からみて、プロジェクト成果の持続性は高いと予想される。 

スリランカ政府が掲げる牛乳の自給率向上政策（“Self Sufficiency”）は、輸入による外貨支出を

抑制するという意図もあることから、当該政策が変更される可能性は低いと考えられる。このた

め、牛乳の生産性向上を図る本プロジェクトの諸成果は、国家政策による支援を当面は受け続け

ると推察される。後代検定については、現在のところ政策文書に記述されておらず、DAPH 幹部

は育種推進政策の一環としてこれを位置づけているが、後代検定による成果が実際に発現するま
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でには数十年という長期間を要することから、その意義と必要性について公式な政策文書に記載

されるよう働きかけることが望ましい。 

後代検定プログラムの推進機関は DAPH であるが、担当者は 1 名のシニア技術者のみである。

後代検定を適正に試行していくためには、後代検定プログラム全体を概念的・理論的に明確に把

握し、状況分析できる人材の確保が不可欠であり、1名体制では脆弱である。現在、DAPHは、こ

の問題を解決するため、政府行政管理局（Management Service Department）に対して後代検定要員

の増員要請を行っており、これが承認されれば、DAPH 本局での組織体制に関する持続性はかな

り高まるといえる。また、小規模酪農家を対象とした技術の普及体制構築に関しては、現在、DAPH

本局と州 DAPH との間で役割分担及び連携に関する制度設計が進められている。それは、DAPH

が作成した家畜マスタープランを大枠として位置づけ、この枠内において州 DAPH が独自の戦略

をもって普及計画立案を行い、実施するというものである。この役割分担が明確になると、州 DAPH

のイニシアティブによって普及活動が推進されることとなり、組織的な機動性は大幅に高まる。 

技術的にみると、プロジェクトがこれまでに達成した成果の一部は既に高い持続性をもつ水準

にある。後代検定の対象となっている牛群の管理について、2つの牧場では既に管理技術が十分に

確立されており、人工授精記録、出産記録などの情報も常時現場で記録され、毎週月曜日に取り

まとめてプロジェクト事務所に報告するという体制が整っている。ただし、これらのデータ分析・

モニタリング活動については、現在、日本人専門家がこの作業を担っており、持続性はまだ担保

されていない。当面の作業目的は、適切なデータ分析及びモニタリング方法の開発であり、これ

らの方法論が確立されたのちに、一連の作業は DAPH の技術者に移管される。酪農家に普及させ

る飼養管理技術については、高い普及性をもつ技術パッケージが特定されており、技術面での持

続性は高い水準で確保されているといえる。 

財政面では、DAPH 本局、人工授精センター、州 DAPH、フィールド獣医事務所及び NLDB 牧

場が支出するプロジェクト活動関連の恒常的経費のうち、プロジェクトは NLDB 牧場における牛

群の飼料経費についてのみ全面負担している。この経費は、後代検定の実施に際して不可欠であ

ることから、プロジェクト終了までに、中長期的な経費負担のあり方について関係機関と合意し

ておく必要がある。 
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第４章 結論 
 

中間レビュー調査団は、本プロジェクトがこれまで成功裏に実施されてきたことを確認した。

今後については、特に後代検定及び広域普及の体制強化にかかわる活動に力点を置くことにより、

協力期間内に期待された成果が達成される見込みは高いと判断した。 
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第５章 提言 
 

（１）DAPH本局における後代検定管理体制の強化 

政府関係機関に対し、DAPH が要請している後代検定担当の増員を認めるよう提言する。

後代検定を適切に推進するためには、牧場の現場技術者のみならず、全体を統括する DAPH

の人材の充実が不可欠である。現在の 1 人体制では知見の蓄積において脆弱であり、担当者

の異動に伴って後代検定の適切な推進が困難になる可能性がある。 

 

（２）人工授精研修における後代検定講義の常設 

ポロンナルワ人工授精センター及び DAPH に対し、後代検定にかかわる講義科目を人工授

精研修に組み込み、かつ、後代検定に関する知見を備えたスリランカ人講師を育成すること

を提言する。全国的にみると、後代検定の意義を知る技術者は非常に限られていると推察さ

れるが、牛乳の生産性向上のためには種雄牛づくりが非常に重要であることを広く認知して

もらう必要がある。 

 

（３）技術パッケージの広域普及をめざした方法論の開発 

プロジェクトに対し、州 DAPH及び DAPH本局と連携して、技術パッケージを広域的に普

及させるための方法論を開発することを提言する。また、州 DAPH に対しては、この方法論

を積極的に実施していくことを提言する。プロジェクト目標及び上位目標達成のためには、

広域普及の方法論開発が不可欠である。 

 

（４）種雄牛のリスク管理強化 

人工授精センター及び DAPH に対し、種雄牛が病気や事故で死亡しないようリスク管理を

徹底するよう提言する。種雄牛は冷凍精液を提供する非常に貴重な存在であり、誤って死亡

させることがあってはならない。 

 

（５）人工授精センターにおける液体窒素の適切な利用 

人工授精センターに対し、冷凍精液製造に際して使用する液体窒素をより適切に使用する

よう提言する。現在は、未使用のまま破棄される液体窒素が多く、非効率的である。 

 

（６）クンダサーレ人工授精センターにおける凍結精液の事前確保 

クンダサーレ人工授精センター及び DAPH に対し、候補種雄牛の凍結精液を後代検定の結

果が出る以前に半年分確保しておくことを提言する。人工授精センターの牛舎は手狭なこと

から、候補種雄牛からの採精は早々に済ませておき、常に新たな候補種雄牛のためにスペー

スを確保できる状態にしておくことが望ましい。 

 

（７）アンディガマ牧場における衛生管理と飼養管理の強化 

アンディガマ牧場及び NLDBに対し、牛舎の衛生状態を改善して（特に、適切な牛糞処理）

未経産牛の生育環境を整えると同時に、乾季における飼料不足解消のための方法を検討する

よう提言する。 
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（８）PDMの改訂 

プロジェクトの進捗は順調であることから、プロジェクトの方向性にかかわる大きな修正

はないが、事実関係を勘案したうえで、一部の内容について削除・修正を提案する。主な修

正点は以下のとおりである。 

 

表５－１ PDM改訂のポイント 

項 目 現行 PDMの記述 修正案 修正理由 

対象地域 

＜後代検定＞育種課、国家

畜産開発公社（NLDB）
ダヤガマ牧場及びアン

ディガマ牧場等 
＜人工授精＞AI センター
（クンダサーレ、ポロン

ナルワ）及び該当するフ

ィールド獣医事務所 
＜飼養・酪農管理＞キャン

ディ県、マータレー県、

ヌワラエリヤ県、クルネ

ガラ県 

＜飼養管理＞キャンディ

県、マータレー県、ヌワ

ラエリヤ県、クルネガラ

県 
対象地域と対象グループの記述を全

体的に整理する。 
 育種課、牧場、AI センター、フィ
ールド獣医事務所は地域ではない。

これらはアクターであり、対象グル

ープの範疇にて記述する。 
 人工授精関連の活動は後代検定の
文脈で行われることから、牧場を追

加し、フィールド獣医事務所を削除

する。 

対象 
グループ 

１．酪農セクターの該当す

る政府職員及び酪農

家 
２．＜人工授精及び飼養・

酪農管理研修＞該当

する職員、技術者（獣

医師、人工授精師、農

業普及員等）及び酪農

家 

＜後代検定・人工授精＞

DAPH 育種課、ダヤガ
マ・アンディガマ牧場、

クンダサーレ・ポロン

ナルワ人工授精センタ

ーにおける関係政府職

員及び技術者 
 
＜飼養管理＞フィールド

事務所職員*1 及び酪農
家*2 

最上位 
目標 

スリランカの酪農振興地

域において牛乳の生産性

が改善され、酪農家の収入

が向上する。 

削除 最上位目標は、後代検定済みの凍結精

液及び改善された飼養管理技術が全

国的（酪農振興地域）に普及し、その

結果として牛乳の生産性及び収入が

向上することを意図している。通常、

後代検定は結果が出るまで 10～20 年
を要することから（沖縄県の事例では

30 年）、後代検定の結果をプロジェク
トのインパクトとして位置づけるに

は期間が長期にすぎる。このため、後

代検定の結果を前提とした目標・指標

を「プロジェクト管理のツール」であ

り、内容へのコミットメントが要求さ

れる PDM に記載することは適切では
ない。 

最上位 
目標の 
指標 

１．酪農振興地域で酪農家

の収入が 20％向上す
る。 

２．酪農振興地域の酪農家

の乳量が 20％向上す
る。 

３．後代検定を実施するた

めの組織体制がスリ

ランカ国側で整備さ

れる。 
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項 目 現行 PDMの記述 修正案 修正理由 

上位目標 

１．プロジェクト対象地域

において小規模酪農

家に適した飼養管理

技術の改善により、牛

乳の生産性が改善さ

れ、酪農家の収益が向

上する。 

１．プロジェクト対象地

域において、小規模

酪農家に適した飼養

管理技術の改善によ

り、牛乳の生産性が

向上する。 

本プロジェクトのコミットメント（プ

ロジェクト目標）は、農家への適切な

技術の普及であり、そのインパクトと

して牛乳生産性の改善が位置づけら

れる。収益の向上は、さらに一段階先

のインパクトであり、生産性改善が収

益向上に結び付くためには、乳価及び

飼料コストの安定という外部条件が

満たされる必要がある。しかし、乳価

は政府が介入して設定することから、

乳価変更に伴う収益変動についてプ

ロジェクトの影響はほとんど皆無で

ある。このため、プロジェクトのイン

パクトとしてとらえる上位目標は、あ

くまで牛乳の生産性改善とするのが

妥当である。 

２．後代検定済み種雄牛が

選定され、後代検定済

みの凍結精液を用い

た人工授精が普及す

る。 

２．後代検定済みのジャ

ージー種種雄牛が存

在し、後代検定済み

の凍結精液を用いた

人工授精が普及す

る。 

 本プロジェクトにおいて、後代検定
済みの種雄牛はジャージー種に限

られる。 

上 位 目 標

の指標 

１．対象地域において、酪

農家の生乳販売収益

が 20％向上する。 

１．対象地域において、

酪農家の牛乳生産量

が 20％向上する。 

上位目標１．の理由と同様。 

２．後代検定済の凍結精液

の利用率が全国規模

で 20％向上する。 

２．後代検定済み精液が

人工授精センターか

ら全国に出荷され

る。 

現在、後代検定済みの凍結精液は使用

していないので、「20％向上する」こ
とは形式上あり得ない。ここでの要点

は、後代検定済み精液が生産され、全

国に出荷され、そして最終的に農家に

使われるようになることであり、指標

としては、「出荷」が始まることをも

って利用の代替指標とする。 

プ ロ ジ ェ

ク ト 目 標

の指標 

１．8 割のプロジェクト対
象地域の関係技術者*3

と酪農家が、後代検定

の意義を理解し、後代

検定済み種雄牛の精

液を導入したいと答

える。 

１．8割のプロジェクト対
象地域の関係技術者

と酪農家が、後代検

定の意義を理解し、

後代検定済み種雄牛

の精液を導入したい

と答える。 

 対象グループのところで酪農家の
定義を行っているが、ここで対象と

する酪農家は、プロジェクトが主催

／共催する普及活動に参加した農

家の 8割とする。 
 指標２については、10 の技術のう
ち、半分以上が実践されていること

を指標とする。 ２．対象地域における 8割
の酪農家に改善され

た飼養管理技術が採

用される。 

２．対象地域における 8
割の酪農家におい

て、プロジェクトが

推奨する改善された

飼養管理技術のうち

50％以上が実践され
る。 

ア ウ ト プ

ット２ 

人工授精に関連する技術

が改善する。 
後代検定に関連する適切

な人工授精技術が実践さ

れていることを確認す

る。 

ここでいう人工授精技術とは、後代検

定にかかわるものである。 
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項 目 現行 PDMの記述 修正案 修正理由 

ア ウ ト プ

ッ ト ２ の

指標 

後代検定候補牛の調整交

配及び計画交配による受

胎率が、プロジェクト開始

後 1～2 年以内に 70％に達
する。 

クンダサーレ人工授精セ

ンターにおける凍結精液

活力が 50％以上で維持さ
れる。 

現行の指標はプロジェクト前半のも

のである。既にこの指標は達成してい

るため、プロジェクト後半における指

標を新たに設定することが望ましい。

本プロジェクトにおける人工授精技

術とは、後代検定にかかわるものであ

り、その核心はクンダサーレ人工授精

センターの技術改善である。「活力」

指標は、センターにおける凍結精液生

産の技術力を測る代替指標として適

当である。 

ア ウ ト プ

ッ ト ３ の

指標 

3-2．作成された農民向けの
普及マニュアルを用いて、

農家に対する研修及び実

地指導が行われる。 

3-2．作成された技術マニ
ュアルを用いて、モデル

農家に対する研修及び実

地指導が行われる。 

 本指標における対象農家とはモデ
ル農家であり、この点を明確にする

必要がある。 
 ここでは、普及マニュアルを含む、
複数の技術マニュアルを用いる。 

3-3．育成されたモデル農家
においてモデル農家が普

及マニュアルの技術を正

しく研修生農家に説明で

きるようになる。 

3-3．改善された技術を酪
農家に対して普及させる

ための方法論を開発し、

実践する。 

本プロジェクトの後半では、改善され

た技術を普及させるための方法論開

発に取り組む。 

活動 

3-2．適正な飼養管理技術を
明らかにし、モデル農家づ

くりを通じて該当フィー

ルド獣医事務所の現場技

術者に対し実地指導を行

う。 

3-2．選定された獣医事務
所管轄区域において、適

正な飼養管理技術を明ら

かにし、モデル農家づく

りを通じて該当フィール

ド獣医事務所の現場技術

者及び農家に対し実地指

導を行う。 

アウトプット３の見直しを行ったた

め、関連活動も見直す。活動 3-2は、
選定された 20 の獣医事務所管轄区域
を対象とし、活動 3-4はそれ以外の区
域を対象とする。 

3-3．専門家及び C/Pがフィ
ールド獣医事務所の現場

技術者（普及員）向けの技

術マニュアルを作成し、普

及員に対して飼養管理技

術の研修及び実地指導を

モデル農家で行う。 

3-3．現場技術者及び酪農
家向けの技術マニュアル

を作成する。 

3-4．普及員が農民向けの普
及マニュアルを作成し、農

家に対して飼養管理技術

の研修及び実施指導をモ

デル農家で行うことを支

援する。 

3-4．選定された獣医事務
所管轄区域以外において

改善技術の普及活動が実

施されるよう関係機関を

支援する。 

外部条件 収益・収入にかかわる指標は除外するので、関連する外部条件も除外する。 
*1：獣医師及び普及員（Livestock Development Instructor） 
*2：本 PDMにおいて、酪農家とはプロジェクトが主催／共催する普及活動に参加した酪農家を指す。 
*3：主に、州 DAPHとフィールド事務所 
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スリランカ国小規模酪農改善プロジェクト 

成果.1「後代検定1」の実施に関する提案書 

～「計画交配」強化案～ 

 
2009年 11月 4日（水） 

チーフアドバイザー 齋藤 英毅 

 

 本案件においては、乳用牛であるジャージー種の「後代検定」がテーマの一つとなって

おり、プロジェクト期間の 5年間で、3頭の種雄牛の遺伝的評価を行い、スリランカに合っ

た後代検定の手法を具体的に示すことが活動の核となっている。 

 後代検定は、遺伝的に優れた雄牛を選抜する過程を指すが、その過程は「計画交配」と

「調整交配」の二つに大別することが出来る。概略を述べると、前者は、選抜にかけるた

めの雄牛を作成、あるいは予備選抜する過程であり、後者は、最終選抜に残った雄牛を遺

伝的側面から評価する過程を指す。ここでポイントとなる点を付記すると、後者の「調整

交配」は、最終選抜に残った雄牛の種を複数の雌牛にかけあわせ、生まれた娘牛の乳量等、

乳牛として大切な形質を計測することによって完了されると言う点である。なぜならば、

“乳牛”としての素質には雄牛も母親同様に１：１で関与していることは明らかな代わり

に、その能力の判定は、乳を出すことが出来る雌牛を介して行う以外に方法がないからで

ある。これが、乳牛の後代検定が間接検定とも言われる所以である。 

以上の二つの過程は、本案件にも組み込まれているが、スリランカ国内の牛群2がおかれ

た状況、及び、昨今の種雄牛の凍結精液の配布状況における変化やその背景等を鑑みるに、

特に前者の「計画交配」、つまり、雄牛作りの過程をプロジェクトとして特に強化する必要

性が高いことが明らかとなって来たのである。よって、以下に、その理由・背景等につい

て言及する： 

 

１．なぜ、雄牛作りを強化すべきか？ 

 種雄牛の絶対数が少ないため、フィールドでの近交係数3が高くなりつつある：近交

                                                  
1 雄牛の遺伝的能力を評価するための手法の一つ．後代検定の実証は本案件の主要テーマと
なっている。 
2 スリランカ国内のすべての牛を示しており、2004年の統計では約 110万頭存在し、その
内の約 500,000頭が乳用の雌牛と言われている（Premaratne and Premalal、2006年）。 
3 近親交配の度合いを示す数値．乳牛においては、一般的に 5％以下の近交係数が“安全域”
と理解されている。具体的な例を挙げると、いとこ同士の交配の場合、近交系は 3.125％、
半きょうだい同士が 12.5％、さらに、父娘交配に至っては、25.0％という数値に達する。
また、近交係数＝１％の上昇に伴い、乳量ベースで約 30Kg／周産期（一回のお産による搾
乳期間）の減少が見込まれると言われており、例えば半兄弟どうしの交配において予測さ

れる乳量の減少は、30Kg×12.5%＝375Kg／周産期となる。また、近交系が進むことは単
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係数が高くなるということは、近親交配が高頻度に行われていることを示しており、

この影響は、乳量の低下や不受胎等、様々な形で表れる。場合によっては、このよ

うな負の影響が遺伝的改良度を上回ってしまうことも起こり得ることより、後代検

定を含め、遺伝的な牛群改良を行う際には最も斟酌されている事項の一つなのであ

る。事実、日本を始め諸外国においても遍くその啓蒙が推進されている4。加えて、

ここで最も留意すべき点は、特に乳牛の場合、遺伝的改良を行う際には、そもそも

近交係数が高くなり易い下地
．．．．．．．．

があるということである。一般的に、出生の際の生物

集団の性比は約 1：1となっているが、家畜である乳牛の世界においては、乳を出す

雌牛だけが残され、乳を出さない雄牛は、遺伝的に優秀な個体だけが選抜される結

果、存在する集団の大きさが雌牛に比べて極端に小さくなっているのである5。よっ

て、近交化を防ぐために、関係者間6における血統記録の公開・共有が極めて重要と

なる。ところが、スリランカの現状はこのような体制が充分に整っていないことに

加えて、もともと繋養されている種雄牛の数が少ないのである。スリランカにおい

ては、ジャージー種の需要が高く、この点が本案件でも当該品種を後代検定のモデ

ルにした理由となっているが、2009年 1月現在、国内にはジャージーの種雄牛が 8

頭しかいない。この頭数で、近交化を回避しながら約 500,000頭の国内の乳用牛群7を

カバーするには、極めて綿密な交配計画が必要となる。しかし、現在、スリランカ

には斯様な計画は存在しない。 

 種雄牛の導入元が限られている：乳用品種の種雄牛の選抜を行う際、日本を始め、

温帯圏の国々が持つ大きなメリットの一つは、一般農家からの選抜も可能なことで

ある。何故なら、一般農家も、そして種雄牛を作出・繋養するような機関も、同様

に「純粋品種」を扱っているからである。しかし、スリランカを始め、熱帯諸国に

おいては、一般農家の牛群は高度な交雑化（雑種化）が進んでおり、種雄牛選抜の

ための対象とはなり得ず、事実上、純粋品種を扱う農場の牛群のみが選抜の対象と

なる。スリランカにおいては、純粋ジャージー品種を扱っているのは本案件の現場

                                                                                                                                                  
に生産性に及ぼす影響のみならず、遺伝病や欠損症、さらに奇形等、さまざまな弊害を生

み出す誘引となり得る。 
4 一例として、「近交が増えている！（http://hcaj.lin.go.jp/02/2-4-020420-3.htm）」を参照． 
5 例えば日本では、後代検定の結果、上位 40頭の種雄牛が選抜されているが、国内に存在
する約百万頭の乳用雌牛との大まかな比率は、雄牛 1頭に対して、雌牛 25,000頭と言う偏
向が見られる。しかし、年に二回の雄牛の更新（すべての雄牛ではない）と、その血統記

録の公開、併せて、農家レベルの交配記録の利用により近交化を防ぐことが可能となって

いる。 
6 ①種雄牛を使う農家、②種雄牛を管理する機関、そして、③種雄牛の種を配布する機関の
三つが主要な関係者となるが、スリランカにおいては、②は Kundasaleの人工授精センタ
ー、そして、③はフィールド獣医事務所となる。 
7 当然のことながら、すべての雌牛にジャージー種を用いている訳ではないが、最も多く出
回っている品種であることに変わりはない。また、省内の関係者からは、「実際にはもっと

多くの乳用の雌牛が繋養されているはずだ。」との声を聞かされている。 



 

 －67－

にもなっている Dayagama農場のみであり、8頭の種雄牛はいずれも Dayagama農

場産である。よって、当該農場内において、母牛側の近交化が既に進んでいる可能

性も否めないのである8。また、特筆すべき点は、当該 Dayagama農場は、いわゆる

種畜牧場9ではなく、一般搾乳農家の性格を持つ農場であるということである。 

 人工授精普及率が高い：一般的に、人工授精普及率の高さと遺伝的改良の速度は、

あたかも“正の相関”として理解されている感が強いが、この相関には決して忘れ

てはならない条件が付いている。すなわち、人工授精に用いる種雄牛の種が遺伝的

に優れており、且つ、近交化を回避するに充分な数の種雄牛が確保され、これをユ

ーザー（農民や人工授精師）が選べるという三つの条件である。ところが、既述の

如く、スリランカでは後者二つの条件が満たされていない。加えて、一般農家にお

ける人工授精の普及率が熱帯諸国にあっては驚嘆するほど高い10のである。よって、

人工授精を導入した農家においては、種付けはすべて人工授精のみに頼っているの

である。その際の種牛の選択肢は、当然のことながら、既述の限られた種雄牛だけ

である。つまり、スリランカにおいては、皮肉なことに、人工授精の普及が進んで

いることが近交系を高める誘引となっているのである。 

 関係技術者の意識の低さ：スリランカにおいては、一般農家への人工授精サービス

は、国内の約 200 箇所に点在するフィールド獣医事務所が担当している。プロジェ

クト業務に伴い、現在までに、プロジェクト活動範囲内にある約 20 の支所を訪ね、

自国の種雄牛の頭数や血統に関する質問を行ったが、正確に回答できた事務所長（い

ずれも獣医師）は皆無であった。このような傾向は、人工授精師に関してはさらに

強くなり、農家における種付けの際に区別しているのは「品種」のみという感が強

い。よって、多くの関係者間にとって、人工授精の普及促進が近交化を促す可能性

もあるという意識は極めて低いと思われる。 

 農家における記帳習慣の欠如：血統記録に限らず、個体 IDの記録や乳量記録等、遍

く、農家レベルの記録の欠如は、多くの熱帯諸国同様、スリランカでも同様に見ら

れる傾向である11。よって、個人が所有する牛でありながら、そのオーナーがその血

統を把握してないケースが多い訳である。この点も、既述の状況と相俟って近交系

に拍車をかける誘引となっている。 

 二頭の種雄牛の死亡：この点は、極めて大きな影響を、プロジェクト活動に及ぼす

因子となっている。既述の 8頭の種雄牛のうち、2頭が死亡したのはプロジェクト開
                                                  
8 事実、当農場内の血統記録を調べた結果、父娘交配が行われていた例が確認されている。 
9 一般に農家レベルで飼養される家畜の元となる、遺伝的に優れた個体を生産する牧場．牛
で言えば、特に種雄牛を作り出す機関を指す。 
10 国内すべての平均値としては約 20％を示しているが、乳牛が集中している地帯（プロジ
ェクト活動地域とほぼ重なる）では、約 70％の普及率である。ちなみに乾燥地帯等では 4.3％
を示しており極端に低くなる（DAPH、1997年調べ）。 
11 Zawart, Dick and Rijk de Jong (2003). Animal health and dairy production in 
developing countries.  
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始直後のことであったという。よって、その時点から種雄牛の総数は 6 頭となった

訳である。幸いにして、プロジェクトが検定対象としている 3 頭の牛には問題がな

かったこと、加えて、死亡した 2 頭の牛の凍結精液もある程度のストックがあった

ことに助けられ、そのこと自体がすぐに問題化することはなかった。しかし、その

ストックも底を尽き、既述したとおり、後継の種雄牛の導入元も限られている関係

で牛の更新が出来ず、“残りの 3 頭”では、対応しきれない状況になった訳である。

ここで、8 頭のうち、2 頭が死亡したのであるから、残りは 6 頭のはずであるが、3

頭のみという理由を説明する。すなわち、本案件の開始に伴い、後代検定の結果が

出るまでは、検定対象牛である 3 頭の凍結精液の一般農家への使用は差し控える取

り決めになっていたからである12。よって、一般に使える頭数は、6 頭からさらに 3

頭を引いた、3 頭のみということである。しかし、数ヶ月前から、「近交化を防ぐた

め、止むを得ない手段」として、Kundasale人工授精センターでは、検定対象牛の 3

頭の精液の一般使用を再開していたのである。プロジェクト活動の遂行という観点

からは、異論が残る対応ではあるが、スリランカ全体の牛群維持と言う観点からは、

案件レベルの事情を押し通す局面ではないと判断した。しかし、検定牛の 3 頭を含

めても、全体として 6 頭であり、さらに既述した父親を同じくする半兄弟の二つの

ペアはこの 6 頭に含まれているので、実質的には、国内の牛群の近交化の回避策に

はなっていないのも事実である。 

参考資料として、2009年 9月現在の、スリランカ国内のジャージー種凍結精液の配

布状況を図-1 に示した。九つに分かれた行政地域ごとに、人工授精センターによっ

て振り分けられた種雄牛を使用しているが、頭数の関係で幾つかの地域（北、東、

南、サボラガムア）は同一の種雄牛を共用している。2～3 年の周期で割り当ての種

雄牛を変えてゆくとの説明であったが、既述のごとく、農家はもとより、人工授精

師に至っても種雄牛に関する意識は“品種”どまりであること、さらに、共用する

種雄牛間にも血縁関係が既に存在している点13など鑑みるに、“ローテーション交配”

による近交化防止の効果には疑問が残る。 

また、他の品種における状況を付記すると、ジャージー種に次いで需要の高いサヒ

ワール・フリージアン種はさらに憂慮すべき状況である。すなわち、同一の種雄牛

が、実に国内の 7地域で使われているのである。 

 

                                                  
12 本来ならば、まったく使われていない、いわゆる“未使用の”雄牛を検定することが定
法であるが、本案件においては既述のとおり、既に“種雄牛”として使われていた雄牛か

ら 3頭を選んだわけである。よって、少なくとも開始後は、あるべく方法論を示す観点か
らも一般農家への使用を行わない取り決めを行ったわけである。 
13 図-1に見られる、＜№260と№263＞、そして、＜№272と№273＞が、それぞれ父親を
同じくする半兄弟のペアである。 
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２．どのように雄牛作りを推進すべきか？ 

 このような状況において、勘案すべき最も大切な点は、以下の二点と判断している： 

 

１）雄牛作りの長期的計画の策定． 

２）フィールド牛群の近交化回避を、なるべく短期間で可能にする手法の検討． 

 

以上である。 

よって、この二点に沿って具体的に検討し、下欄の結論に至ったので提案したい： 

 

プロジェクトが推進している「後代検定」が、プロジェクト終了後も恒久的に残るよう、

以下の 2 点の作業を今後のプロジェクト活動として、より強化した形で実施することを提

案したい： 
 
１）プロジェクトが行う後代検定作業の一部ともなっている「計画交配」を組織だった形

で行う。すなわち、雄牛を増産することが可能な“メカニズム14”をスリランカ国内に作り

出すことをプロジェクト期間内から想定して、そのための準備作業を進めることである。

加えて、その際、雄牛作成用の種は、国内の種雄牛を使うことは出来ない15ことより、当面

は輸入精液16を使用することとする。 
 
２）プロジェクト期間中は、フィールドでの近交化対策の観点から、日本17からジャージー

牛の凍結精液を早急に輸入して、一般農家への使用を開始する。→この点は、その後の調

査で本邦調達は無理なことが判明したため、現在、その他の国からの調達で調整中。 

 

以上 

 

                                                  
14 要は、いわゆる「種畜牧場」のような機関を指す。ちなみに、日本などでは、こうした
種畜牧場において将来の“種雄牛”となる雄牛を多数、育成している。現状では、現在の

プロジェクトサイトである Dayagama牧場が最大の候補機関となろうが、当該農場はあく
まで NLDBの農場であることより、プロジェクト終了後も継続して使用出来る確約も義務
もないのである。理想的には、DAPHが独自の種畜牧場を持つことが望ましい。 
15 本文でも触れたとおり、スリランカ国内では検定候補牛となる雄牛の出処が限られてお
り、輸入精液を使う以外に、遺伝的にも優れ且つ“新しい血”を導入する手段がないので

ある。 
16 USA、オーストラリア、NZ等、後代検定済みのジャージー品種を多く持つ国からの輸
入を指す。 
17 現在、日本で入手できるジャージーの凍結ストローは後代済みのものはないので、“雄牛
作り”には不適であるが、１）遺伝的には明らかにスリランカの種雄牛よりは優れている

点（本邦の牛は、乳量ベースで約 3倍高い）、さらに、２）現在まで日本から輸入された記
録はなく、血統的にもスリランカ牛群とは隔たりがあり、近交化の回避には最適といえる。 
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（別添） 

 

作業計画の変更案（模式図）： 

 

 
 

 

     （計 7年）     （計 5年）     （計 7年） 

 

定 法 

時

間 

 
計画交配 
（2年） 

 
 

調整交配 
娘牛比較 
評価・分析 
種雄牛選定 
（5年） 

 
 
 

 
 

調整交配 
娘牛比較 
評価・分析 
種雄牛選定 
（5年） 

本案件 

 
計画交配開始 
（2年目） 

 
 
 
 
 
 
 

調整交配 
娘牛比較 
（5年） 

強化案 

計画交配開始 
（雄牛選抜） 

雄牛増産開始 
（1～2年） 

評価・分析 
種雄牛選定 
（終了後の2年） 

デモ調整交配 
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